
別記様式 

会 議 録 

会議の名称 平成 27年度 第 6回 西方地域会議 

開催日時 平成 27年 11月 26日 19時 02分 ～ 20時 46分 

開催場所 西方公民館 2階大会議室 

出席者氏名 

青木 利男  荒川 里子  飯沼 邦章    大塚 孝司朗  大橋 育子 

神永 晴美    川島 博   狐塚 正直  嶋田  清一  早乙女公子 

舘野 知美    中村 正廣    柳澤 恵子    渡邉 奈緒子 

欠席者氏名 荒木 正孝   

事務局職員職氏名 
地域まちづくり課長  田口 幸雄    地域まちづくり課長補佐  中田 治彦   

地域まちづくり課主査  狐塚   浩 

その他出席者等 

文化課長 大出 光一   文化課長補佐 佐藤 義美 

社会福祉課長 藤田 正人   社会福祉課長補佐 神長 利之 

社会福祉課主査 田中   勉 

会議事項 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１）報告事項 

１．栃木市北部健康福祉センター（仮称）基本構想策定にかかる中間報告 

について 

（２）その他 

１．栃木市生活排水処理構想（案）のパブリックコメントの実施について 

（情報提供） 

（３）協議事項 

１．認定まちづくり実働組織について 

（４）意見聴取事項 

１．栃木市文化振興計画実施細目（素案）について 

４ その他 

（１）委員報告 

（２）事務連絡 

５ 閉会 

会議の公開又は 

非公開の別 
公開 

傍聴人の数 １人 

その他必要事項  

会議の経過 

発言者 議題・発言内容・決定事項 

進行 

中田課長補佐 

１ 開会（19:02～） 

２ あいさつ 



 

 

 

 

 

 

会長 
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   大塚会長 

３ 議事 

 （１）報告事項 

１．栃木市北部健康福祉センター（仮称）基本構想策定にかかる中間報告に 

ついて 

〈説明〉 

 担当課に対し説明を求める。 

 

 資料に基づき説明。 

 【施設整備の基本方針】 

 基本方針Ⅰ 乳幼児から高齢者まで地域住民の健康と福祉を支える拠点施設 

 基本方針Ⅱ 施設周辺の地域資源との連携を図り、地域の魅力を向上させる施 

設 

 基本方針Ⅲ 利用する全ての人にやさしいユニバーサルデザインの視点に立 

った施設 

 基本方針Ⅳ 既存施設の統廃合や整備後の維持管理コストの縮減にも配慮し 

た次世代に過度の負担を残さない施設 

 【整備機能及び規模】 

番号 機能 施設名称（仮称） 規模の想定 

１ 
保健機能 

４２０㎡程度 

集団検診室（講堂） ２５０㎡程度 

検診準備室 １５㎡程度 

検査室 １０㎡程度 

診察室 
４５㎡程度 

（１５㎡×３室程度） 

健康相談室 ２０㎡程度 

調理実習室 ８０㎡程度 

集団指導室 （集団検診室兼用） 

２ 
健康増進機能 

６５０㎡程度 

歩行用プール ５００㎡程度 

ジャグジー （歩行用プールに含む） 

機能回復訓練室 １５０㎡程度 

３ 
地域福祉機能 

６００㎡程度 

教養娯楽室 １００㎡程度 

多世代交流室 ３００㎡程度 

会議室 

（大・小） 

２００㎡程度 

（１５０㎡・５０㎡） 

４ 
管理機能 

５０㎡程度 
管理事務室 ５０㎡程度 

５ その他 
共用部分、物置等が別途必要となる。（全体の３割程

度を想定） 

※建物の規模は２，５００㎡（１階１，５００㎡・２階１，０００㎡）程度と想

定される。（岩舟地域の遊楽々館と同程度。） 
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【施設の建設予定地及び施設配置】 

 建設予定地は、西方総合支所敷地内の庁舎北側とする。 

 建物は２階建てとし、１階部分に保健機能、健康増進機能及び管理機能を、２

階部分に地域福祉機能を主に配置する。 

 

〈質問・意見〉 

委員に対し、質問、意見を求める。 

 

三点ほど伺います。一つは、基本方針に各地の似たような施設の統廃合とある

が対象となる施設を教えていただきたい。二つ目は、健康増進機能の説明の中に

トレーニング器具とあるが、現在、体育館の方にも同じような設備があり、そち

らはどうなるのか。三つ目は、保健機能の中の集団健診室は講堂としても利用可

能ということだが、土足での入場が可能かどうかを伺いたい。 

 

まず一点目の施設の統廃合については、現在、公共施設の在り方ガイドライン

というものを総合政策課で策定中であり、市としても、合併により各地域に色々

な施設があるということで、それらの統廃合はしていかなくてはならないと考え

ている。今後すべての地域において、同じような施設に関しては統廃合を進めて

いかなければならないと思っている。都賀の保健センターや西方の保健センター

は、今後設置を予定している北部健康福祉センターとして統廃合を進めるのは当

然のことかと思う。 

講堂の土足に関しては、一階部分は、やはり高齢者が利用する機会が多く、健

康福祉機能としての検診の際には土足で入ることになるので、もちろん講堂も土

足で入る施設として考えている。 

体育館のトレーニング室についても、やはり統廃合の対象になると思う。今回

は健康増進機能という側面から、歩行用プールとトレーニング機器をあげている

が、これに関しては、健康寿命の延伸とか、介護予防を図る施設と考えていて、

二つの施設を利用することによる相乗効果が狙いである。そこが体育館の持つ機

能と同じだとすれば統廃合は検討していかなければならないと思う。 

 

順調に進んだとして完成はいつ頃になるのか。 

 

今後のスケジュールは、今年度中に基本構想を策定し、来年、再来年にかけて

基本設計、実施設計を行う。その後、建築に２年弱を考えているので、２８年、 

２９年で基本設計、実施設計、３０年、３１年で建築と考えている。 

 

地域福祉機能の中に、親子や児童の遊び場とあるが、これは自由に遊べる場な

のか、または、常駐のスタッフがいる児童館的な役割をするのか。 

 

 基本的には全てこれから決めることになるが、児童館として設置するとなると

職員の配置とか、コスト面でそこまでできるかどうかちょっと厳しいかと思う。 
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 これまでなかったものを作ってもらえるのはすごくありがたい。他にも図書館

機能とか要望は色々あるが、検討はこれからということなので。 

 

 今後の進捗に応じて要望として出せるものは出すようにする。 

シャワー設備の設置は予定されているか。 

 

 まだ具体的にそこまでは考えていないが、歩行浴やジャグジーは基本的には水

着を着用してという形になろうことから、シャワー室も必要になるとは思ってい

る。具体的には決まっていない。 

 

 

（２）その他 

１．栃木市生活排水処理構想（案）のパブリックコメントの実施について 

（情報提供） 

  情報提供として資料の配付のみ。 

 

（３）協議事項 

１．認定まちづくり実働組織について 

  認定まちづくり実働組織の設立に向けての協議、検討を行った。 

 

（４）意見聴取事項 

１．栃木市文化振興計画実施細目（素案）について 

〈説明〉 

  担当課に対し説明を求める。 

 

  資料に基づき説明。 

【意見聴取理由】 

栃木市文化振興計画では、策定にあたり各地域協議会においても意見聴取をさ

せていただき、「各地域における文化振興の施策」を掲げていますが、今後、市

民協働により具体的な各施策を推進していくために、年度ごとに実績を整理し

評価を行う必要があります。 

そのために実施細目を作成するにあたり、実施細目（素案）の「各地域におけ

る文化振興の施策」の部分について地域会議の意見を求めます。 

 【西方地域における文化振興の施策】 

■現状と課題《地域関係者との懇談から》 

 地域では、民話の活動が活発であり郷土芸能もある程度継承されていますが、

文化活動全般に対して、若い世代の人の参加が少ない状況にあり、子どもの時期

に、文化に親しむ機会をつくっていくことが望まれています。また、「単独の文

化会館もなく公民館の講堂が図書館分館となったことにより、文化団体の活動拠

点がなくなり、活動がしにくくなった」との声がありました。文化財等では、「歴

史的資料や民具を収集しても活動がない」とのことで、資料館等の整備が望まれ
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ています。郷土芸能については、後継者及び指導者が不足しており、発表の場の

確保や有効的な支援体制の整備が必要とされています。 

■課題解決の方向性 

・文化芸術に親しむ機会の充実を図ります。 

・文化団体等の活動拠点づくりを推進します。 

・歴史民俗資料館等の拡充を図ります。 

・郷土芸能活動を支援するための体制づくりを進めます。 

 

〈質問・意見〉 

 委員に対し、質問、意見を求める。 

 

 郷土芸能とはどこまでを指すのか。何か定義があるのか。 

 

 明確な定義はないが、主に郷土で行われているお囃子や太鼓、あるいは踊り関

係を郷土芸能と考えている。 

 

 昔から歌われている西方の歌とか、西方音頭とか、そういうものは。 

 

 そういうものも対象になる。 

 

以前、西方では成人式の中で「西方よわが故郷
ふるさと

」という歌を歌うことが恒例に

なっていたが、合併をした年から、それができなくなり寂しい思いをしている。

地域の文化を継承していきましょうと言っているわりには、栃木市の統一したや

り方に合わせなければならないのはどうかと思う。郷土芸能として残していけれ

ばと思うが。 

 

 成人式については、担当の部署が生涯学習課となり、私どものところでなかな

かはっきりとは言えないところがある。そういった機会を増やして地域の歌とか

踊りにふれていただきたいというのが文化振興計画の基本的な考えであるので、

そういった機会はどんどん広げていただきたいと考えている。成人式で出来るか

どうかは私どもの方では何とも申しあげられない。 

 

成人式の件では、結局、栃木市で統一のやり方でやってほしいというのがある。

それが崩せないかぎりは今言われたようなことは難しい。 

 

夏祭りとかそういったところではどんどん出していけるのではないかと思う。 

 

成人式でやりたいと言っている。 

 

成人式についてはなんとも申し上げられない。 
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成人式は一例で、他にも西方では伝統的にやっている事業があるが、どんどん

西方独自の文化がなくなりそうな気がしている。何とか残せないかと思う。 

 

文化振興の方では、そういった文化をどんどん継承させていきたいと思ってい

るので、場面、場面になってしまうとは思うが、活用できるような場面ではぜひ

生かしていっていただきたい。西方のふるさと太鼓などは、文化マイスターに申

請いただき、承認されており、文化マイスターの集いというところで発表してい

ただくことになっている。 

 

 各地域の特徴あるものを発表できる、マイスターの集いというものが昨年から

できた。「西方よわが故郷」や踊りに関しても、まずは西方地域内で、そういう

ことを継承するといった考えを持ってやっていったらいいのではないかなと思

う。 

 

 子ども達という括りの中で言えば、例えば未就学児が文化的なことにふれあう

といったことが、この資料の中からは見受けられないので、そういったことにも

ふれてもいいのではないか。 

 

 もちろん子ども達というのは未就学児を含めてのことである。文化マイスター

や学校支援ボランティアの報告は、たまたま小中学校だけになっているが、文化

マイスターは、学童保育や幼稚園、そういった所にも派遣していて、今度、都賀

のホールにも行っていただくことになっている。この報告資料は２６年度実施し

た事業なので、来年はそういったことも実績に入ってくる。子どもというのは、

小中学生だけではないということでとらえていただきたい。 

 

 指定文化財の指定の件ですが、当地域には西方城址というものがあるが、そう

いったものはどのようにすれば指定されるのか。 

また、民俗資料館の充実とあるが、現在ある資料館を拡充していくのか、別の

建物を建てることが充実なのか。 

 

 西方城址につきましては、文化課の方でも非常に重要な史跡であると思ってい

るが、指定するとなると、整備も含めて検討していかなければならないと考えて

いる。頭の中には指定をしなければならない史跡だろうという思いはある。 

 

西方城址の管理については、地元の方にご協力をいただいているということ

で、資料５４ページの文化財の保存をするための団体等を作るというところで

は、現在、西方の文化財愛護ボランティアというところで活動していただいてい

るということを記載している。 

 歴史民俗資料館については、急には建物を建てられないということもあり、現

在は、若干の報償費でボランティアの方に資料室の中の整備をしていただいてい

る。市全体の資料館等の整備計画と合わせながら、それぞれの資料館の役割等も
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検討し整備していきたいと考えている。 

 

 追加資料の説明（お知らせ） 

・栃木市文化振興計画推進体制スケジュールについて 

・来年度、各地域単位に調査員を置いて文化資源の調査をする。 

・調査員には各自治会単位レベルで文化資源の掘り起こしをお願いする。 

 ・文化資源を活かした地域おこしのため、各地域で６つ選出し、市全体で「後

世に遺したい文化資源４８選」という冊子をつくるので、是非、各地域にお

いても、それらを活かしたまちおこしに繋げていただきたい。 

  

 〈採決〉 

 栃木市文化振興計画実施細目（素案）について意見として提起することはある

か。 

 特に意見がなければ、栃木市文化振興計画実施細目（素案）につきましては、

適当と認めるということでよろしいか。 

  

 異議なし。 

 

４ その他 

 （１）委員報告 

    なし 

 （２）事務連絡 

   ・11月 29日（日）西方地域タイムカプセル開封式臨席のお願い 

   ・次回地域会議開催予定：12月 17日（木）午後 7時～ 西方公民館 

 

５ 閉会（～20:46） 

 以上で本日の会議は全て終了する。 

 

 


